介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書

１　サービスの内容

(1) 地域包括支援センターは、利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサー

ビスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

(2) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに当たっては、利用者の心身の状況、
置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者
から総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。

(3) 　介護予防支援、介護予防ケアマネジメントに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行ないます。

(4) 　介護予防支援、介護予防ケアマネジメントに当たっては、要支援状態の軽減若しくは要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに、他の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携に十分配慮します。

(5) 　介護予防支援、介護予防ケアマネジメントに当たっては、介護予防の効果を最大限発揮できるよう、利用者の改善の可能性を実現するために適切なサービスを選択し、利用者の自立に向けた目標指向型の計画を策定します。

(6) 　介護予防支援、介護予防ケアマネジメントに当たっては、介護予防の効果を最大限発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主体的な取組を支援すること、利用者の自立の可能性を最大限に引き出すことに努めます。

２　担当の介護支援専門員等

(1) 担当する介護支援専門員及び地域包括支援センターの主任ケアマネジャーは、次のと

　　おりです。サービスについてご相談や不満がある場合には、どんなことでもお寄せくだ

　　さい。

(2) 担当する介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合には、あらかじめ利用

者と協議します。

居宅介護支援事業者（介護予防支援業務受託事業者)

　担　　当　　者　　　　氏名　　　　　　　　　連絡先　(電話)


山都町地域包括支援センター　（山都町役場福祉課高齢者支援係）

主任ケアマネジャー　 氏名　藤原　由紀　　連絡先　(電話)　0967－72－1229　
　３　利用者負担金

(1) 　介護予防支援、介護予防ケアマネジメントについては、利用者の負担金はありません。

(2) 　介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場

　　合には、その交通費（実費）の支払いが必要な場合があります。
　

サービス契約にあたり上記のとおり説明します。

令和　　　年　　　月　　　日

（介護予防支援受託事業者）

　　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　印　　
私は、本書面により、事業者から介護予防支援、介護予防ケアマネジメントについての重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意します。
	利用者
	住所
	

	
	氏名
	

	代理人
	住所
	

	
	氏名
	


　
指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の実施方法等について

１　介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成について

1 介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の作成について、地域包括支援センター（以下「センター」という）が指定介護予防支援契約書第3条の規定により、委託する居宅介護支援事業所は次のとおりです。

　　委託先事業所の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　委託先事業所の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2 センターは介護予防サービス計画の作成に際しては、次の点に配慮します。

　　　 ア　利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれ

ている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ　利用する介護予防サービスの選択にあたっては、当該地域における指定介

護予防サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供しま

す。

ウ　利用者に対して介護予防サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏

るような誘導または指示を行いません。

エ　介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画が、利用者の実情に
　見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から専門的な見地からの情報を求めます。
オ　居宅介護支援事業所の介護支援専門員等が本業務を行う際には、常に身分

証を携行し、利用者または利用者の家族から提示を求められた時には、いつでも身分証を提示します。

カ　介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者

による主体的な取り組みを支援します。

キ　利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行います。

3 　センターは、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。

4  センターは、介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。

5  センターは、利用者の介護予防サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画を作成します。

２　サービス実施状況の把握、評価について

1 センターは、介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画作成後も、利用者またはその家族、さらに指定介護予防サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者と継続的に連絡をとり、介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定介護予防サービス事業者等との調整を行います。

2 センターは、介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画が効果的なものとして提供されるよう利用者の状態を定期的に評価します。

3 事業者等は、利用者が要介護状態となった場合には、利用者へ居宅サービス

計画を作成する居宅介護支援事業所に関する情報を提供すると共に利用者が

選定した居宅介護支援事業者に対して、利用者の同意を得た上で、利用者に
関する情報を提供します。

３　介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の変更について

　センターが介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の変更の必要性を認めた場合、またはセンターが介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の変更が必要と判断した場合は、センターと利用者双方の合意をもって介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画の変更を、この指定介護予防支援業務実施方法等の手順に従って実施するものとします。
４　給付管理について

　　センターは、介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
５　要介護認定等の協力について

①　センターは、利用者の要介護または要支援認定の更新申請および状態の変化

に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

②　センターは、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利

　　用者に代わって行います。　　　

個人情報利用同意書

私は（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用することに同意します。

記

１　使用目的

（1） 介護予防サービスの提供を受けるに当たって、担当職員と介護予防サービス事業者

との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合

（2） 上記（１）のほか、居宅介護支援事業所又は介護予防サービス事業所との連絡調整のために必要な場合

（3） 現に介護予防サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで医師・看護師等に説明する場合

２　個人情報を提供する事業所

（1） 介護予防サービス及び介護予防ケアマネジメント計画に掲載されている介護予防サービス事業所

（2） 病院又は診療所（体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合）

３　使用する期間

　　サービスの提供を受けている期間

４　使用する条件

（1） 個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払う。

（2） 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。

以上

令和　　　年　　　月　　　日

山都町地域包括支援センター

	（本人）住所
	

	氏名
	

	（家族）住所
	

	氏名
	


